
第４号議案 

 

 

   広島県教育委員会の事務を市町が処理する特例を定める条例に基づき 

   市町が処理する事務の範囲を定める規則の一部改正について 

 

 

 広島県教育委員会の事務を市町が処理する特例を定める条例に基づき市町が処理

する事務の範囲を定める規則の一部改正について、次のとおり提案します。 

 

  令和８年３月 16日 

  

                広島県教育委員会教育長  篠 田 智 志 

 

１ 提案の趣旨 

  広島県教育委員会の事務を市町が処理する特例を定める条例に基づき市町が処

理する事務の範囲を定める規則（平成 19 年広島県教育委員会規則第１号）におい

て引用している関係規則が改正されたため、所要の改正を行う。 

 

２ 改正された関係規則 

  職員の給与の支給に関する規則（昭和 26年広島県人事委員会規則第４号） 

 

３ 改正案 

  別紙のとおり 

 

４ 施行期日 

  公布の日 
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